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愛媛県における
特定外来生物対応状況
-初動対応における連携事例-
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愛媛県生物多様性センターでは、第2次生物多様性えひめ戦略に基づき、県
内の外来種対策の推進を図っており、外来種に係る情報収集と対応を業務の
一環として実施してます。本県には20市町の基礎自治体がありますが
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2017年の初動体制(役割の明確化)が機能し、
大きな混乱もなく対応
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調査月ごとのセアカゴケグモ捕殺頭数の推移

2019        2020                  2021                  2022                 2023   
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初動対応として集中的な捕殺作業を実施。
9月の作業回数：21回

2019年12月以降は原則1回/月
の調査頻度

捕殺を継続することによって、当該地域における
セアカゴケグモ生息密度の低減を図ることは可能だが、
1回/月の頻度では根絶は困難

…とは言いつつ、頻度を
上げることに対する判断
や、要防除密度は今のと
ころ提案できていません。
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啓発用ポスター ニュースレター１４号
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6自然第141号 令和6年6月13日付 特定外来生物・狩猟鳥獣「アライグマ・
ヌートリア」の取扱いについて
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外来生物法改正後
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